
平成３ ０ 年 ２ 月 ５ 日  

福島県小名浜港湾建設事務所 

小名浜港剣浜緑地の一部供用に関する変更について 

１ 変更の目的 

小名浜港剣浜緑地については、平成２８ 年１０月１５日から一部供用を開始したとこ

ろであるが、現状施設の管理・ 運営の取扱いについて見直しを行うもの。 

２ 変更の内容 

桟橋等のエリアを開放エリアに加えるとともに、開放時間の見直しを図る。 

(1) 利用できる施設 

変更前 変更後 

（ 自由使用エリア）  （ 自由使用エリア）  

緑地       ３箇所 緑地       ４箇所 

駐車場      ２箇所 駐車場      ２箇所 

トイレ      ２箇所 トイレ      ３箇所 

海上遊歩道    ２７９ｍ 海上遊歩道    ２７９ｍ 

釣り桟橋     １６０ｍ 釣り桟橋     １６０ｍ 

（ 桟橋等利用エリア）  

メイン桟橋    １９４ｍ 

一時係留浮桟橋  ９１．５ｍ 

ディンギー桟橋  ２０ｍ 

斜路       １箇所 

ディンギーヤード １箇所 

駐車場      １箇所 

(2) 開放時間 

変更前 変更後 

夏  期 
（ ７～８月）  

８： ３０～１８： ３０
夏  期 
（ ５～８月）  

８： ３０～１８：３０

冬  期 
（ １２月～２月）  

８： ３０～１６： ００
冬  期 

（ １０月～２月）  
８： ３０～１６：３０

上記以外 
（ ３～６月、９～１１月）

８： ３０～１７： ００
上記以外 

（ ３～４月、９月）  
８： ３０～１７：３０

３ 桟橋等利用エリアの利用について 

○ 使用許可を得ること。 

〈  使用許可の主な条件等 〉  

・  公共用又は公益事業の用に供する使用であるほか、県民福祉・ 文化普及等向上に寄

与し、営利を目的としない各種船舶関連の活動やイベントによる利用であること。 

・  周辺の関係者との調整が済み、安全対策や緊急時の連絡体制が整っていること。 
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